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平成２０年  第１回定例会 

苫小牧港管理組合議会 
平成２０年２月１８日（月曜日）  午後１時３８分開会 

       

○本日の会議に付議した事件 

  日程第１  会議録署名議員の指名について 

  日程第２  会期の決定について 

  日程第３  諸般の報告について 

  日程第４  報告第１号について 

報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（苫小牧港管理組合一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例について） 

  日程第５  一般質問 

  日程第６  議案第１号ないし第６号について 

            議案第１号  苫小牧港管理組合特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

議案第２号 平成１９年度苫小牧港管理組合一般会計補正予算（第４号）について 

議案第３号 平成１９年度苫小牧港管理組合東港整備事業特別会計補正予算（第２

号）について 

            議案第４号  平成１９年度苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算について 

議案第５号 平成２０年度苫小牧港管理組合一般会計予算について 

議案第６号 平成２０年度苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算について 

 

 

○出席議員（１０人） 

            １番    池  田  謙  次  君          ６番    藤  沢  澄  雄  君 

            ２番    岩  田  典  一  君     ７番  山 本 雅 紀 君 

            ３番    沖  田  龍  児  君          ８番    渡  邊  敏  明  君 

            ４番    田  村  龍  治  君          ９番    熊  谷  克  己  君 

            ５番    冨  岡      隆  君        １０番    遠  藤      連  君         

 

 

○説明員出席者 

            管 理 者                            岩  倉  博  文  君 

            専 任 副 管 理 者                            鈴  木  純  一  君 

            副 管 理 者                            中  野  裕  隆  君 
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            総 務 部 長                            榎      良  一  君 

            施 設 部 長                            柏 葉 導 徳  君 

            総 合 政 策 室 長                            横  山  隆  夫  君 

            振 興 課 長                            植  西      勝  君 

            総 務 課 長                            工  藤      正  君 

            計 画 課 長                            平  田  利  明  君 

            施 設 課 長                            村  田  修  一  君 

            会 計 管 理 者                            納  谷  清  志  君 

            総 務 課 長 補 佐                            阿  曽  信  幸  君 

            総合政策室副主幹         野  村  澄  雄  君 

 

 

            監 査 委 員                            宮  間  利  一  君 

            監 査 委 員                            沖  田  清  志  君 

            監査委員事務局長                            宮  腰  郁  子  君 

            監査委員事務局副主幹        生  水  賢  一  君 

 

 

○事務局職員出席者 

            事 務 局 長                            工  藤      正  君 

            庶 務 係 長                            阿  曽  信  幸  君 

            秘 書 係 長                            木  村  賀津彦  君 

            書                記        西  川  敏  明  君 

            書                記        三 橋 大 輔  君 
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〇開会 

〇議長（遠藤 連君） これより、本日をもって招集されました平成２０年第１回定例会を開会

いたします。 

 

〇管理職員紹介 

〇議長（遠藤 連君） 開議に先立ち、本年１月の人事異動により、新たに管理職員になられま

した方を議員各位に御紹介したい旨、発言を求められておりますので、これを許します。 

 総務部長、榎 良一君。 

〇総務部長（榎 良一君） 本年１月１７日付の人事異動により、新たに管理職員に任命されま

した職員を御紹介させていただきます。 

 施設部長の柏葉導徳でございます。 

 以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇開議 

〇議長（遠藤 連君） これより本日の会議を開きます。 

 

〇会議録署名議員の指名 

〇議長（遠藤 連君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において、山本雅紀君及び渡邊敏明

君を指名いたします。 

 

〇会期の決定 

〇議長（遠藤 連君） 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日１日間といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（遠藤 連君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

〇諸般の報告 

〇議長（遠藤 連君） 次に、日程第３「諸般の報告」を行います。 

 監査委員より、「現金出納検査の結果」について報告がありましたので、御了承願います。 

 

〇報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（苫小牧港管理組合一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例について） 
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〇議長（遠藤 連君） 日程第４、報告第１号「苫小牧港管理組合一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについて」を議題といたします。 

 本件に関しましては、管理者側から説明のため発言を求められておりますので、これを許しま

す。 

 総務部長、榎 良一君。 

〇総務部長（榎 良一君） 報告第１号「苫小牧港管理組合一般職の職員の給与に関する条例の

一部改正」につきまして、お手元に配付しております「報告第１号資料」に基づき、御説明をし

たいと思います。 

 １ページをお願いいたします。 

 改正内容の１につきましては、平成１９年８月に人事院勧告があり、１１月に国会で可決成立

いたしました国家公務員の給与改定に準じまして、給与を改定するものでございます。 

 （１）給料改定率等でございますが、国の行政職の給料表改定率は０．０７％、給料表に実人

数を当てはめた場合の給料改定率は、０．１２％となっております。 

国と同様の方法により、本管理組合の各改定率を算定いたしますと、給料表改定率は０．０８

％、給料改定率は０．１８％となります。 

 「給料改正増減比較」により、御説明いたします。 

 これは、級別職員の改正前及び改正後の平均給料月額及び平均増加額等を示したものでござい

ます。 

 行政職職員の１級から７級までの職員数の合計は５７人で、合計欄の（Ｂ）改正前の平均給料

月額３４万９，４５３円が、（Ａ）改正後の平均給料月額３５万７０円となり、増加額は、

（Ｃ）の月額６１８円、増加率は（Ｄ）の０．１８％となるものでございます。 

 なお、給料月額が増額となる職員は、１級と２級の一部の合計９人でございます。 

 次に、諸手当の改正等でございますが、①は子等にかかる扶養手当の月額６，０００円を５００

円引き上げ、６，５００円にするものでございます。 

 ②の勤勉手当では、平成１９年１２月の勤勉手当の支給割合０．５２５ヶ月分を０．０５ヶ月

分引き上げ、０．５７５ヶ月分とするものでございます。 

 この結果、平成１９年度の期末・勤勉手当の支給割合は、現行の４．４５ヶ月分から４．５０

ヶ月分となり、０．０５ヶ月分の引き上げとなるところでございます。 

 また、平成２０年度の勤勉手当の支給割合は、この０．０５ヶ月分をそれぞれ０．０２５ヶ月

分ずつ振り分け、６月は０．５０ヶ月分、１２月は０．５５ヶ月分と改定するものでございます。 

 なお、給料月額及び扶養手当の額の改定は、平成１９年４月１日に遡って適用するものでござ

います。 

 報告第１号は、以上御説明いたしました内容の改正を行うにあたり、必要な規定を整理したも

のでございます。 

 御審議の上、御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
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〇議長（遠藤 連君） ただいまの説明に関し、御質問等ございませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（遠藤 連君） 御質問がなければ、お諮りいたします。 

 報告第１号を、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（遠藤 連君） 御異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号は、原案のとおり承認することに決しました。 

 

〇管理者挨拶 

〇議長（遠藤 連君） 次に、議案の審議に先立ちまして、管理者から発言を求められておりま

すので、これを許します。 

 管理者、岩倉博文君。 

〇管理者（岩倉博文君） 議員の皆様には、大変お忙しいところ、平成２０年の苫小牧港管理組

合議会第１回定例会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。今年も、どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。 

 北海道におきましては、これまで景気回復の実感が得られにくい状況にありますとともに、こ

のところの原油高、あるいは建設投資の減少等によりまして、一段と厳しさが増す状況と認識を

いたしております。 

 こうした中、本港は、北海道における港湾取扱貨物量の半分近くを占めており、北海道の産

業・経済に大きな責任を負うとともに、期待もまた、大きなものがあると考えております。 

 両母体とも引き続き財政的に大変厳しい中ではございますが、利用者のニーズに応え、利用促

進を図るために、港湾機能の向上を目指してまいりたいと考えております。 

 次に、本港の平成１９年度の利用実績でございますが、先ほども御報告させていただきました

が、取扱貨物量は、速報値ながら、昨年実績より４００万トンほど下回る１億４００万トンにな

る見込みであり、５年連続で１億トンを超える見通しとなっております。 

 また、外貿コンテナ取扱個数は、約１７万９，０００ＴＥＵで、平成１６年に次ぐ取り扱いと

なっております。 

 さて、平成２０年度当初予算の編成にあたりまして、本港の現状や課題を踏まえながら、５つ

の主要施策を講じて、事業展開に努めてまいりたいと考えております。 

 １つ目は、「港湾施設の充実」でございます。 

 西港区は、外貿コンテナ貨物の急増や船舶の大型化に伴い、岸壁や荷さばき地の不足が生じ、

滞船等非効率な面が顕著となっております。 

 これらの課題を解消するため、現在、東港区への国際コンテナ機能の集約化に向けた準備を進

めており、コンテナターミナル運営主体となる苫小牧港外貿コンテナ事業協同組合などの関係者

の皆様から一定の御理解を得られつつありますが、なお引き続き関係者との協議を進め、１０月
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をめどに、国際コンテナ取り扱い拠点として、東港中央ふ頭国際コンテナターミナルを本格的に

スタートさせるため、スムーズな移転に全力を挙げて取り組みたいと考えております。 

 また、２バース体制の構築と災害時に活用できる岸壁として、東港区中央ふ頭３号岸壁に隣接

して、耐震強化岸壁の着工をさせていただきます。 

 また、増大する内貿ユニットロードに対応するため、西港区におきましては、引き続き老朽化

岸壁等の改良や入船跡地のヤード整備を行うとともに、汐見地区の漁港区の拡大に関する調査に

着手をいたしたいと考えております。 

 ２つ目は、「港湾の機能保全」でございます。 

 西港区の老朽化した施設の機能保全や港湾貨物の効率的な輸送を図るために、岸壁の改良や臨

港交通施設として埠頭間道路の整備を進めてまいります。 

 ３つ目は、「地域との結びつきの強化」でございます。 

 市民の憩いや交流の場として、豊かで親しみやすい「みなと」を目指した親水空間を提供する

ため、北ふ頭緑地におきまして引き続き整備を進めてまいります。 

 勇払マリーナにつきましては、昨年に指定管理者制度を導入し、民間のノウハウによる利用促

進を図り、地域の活性化に貢献する運営を行ってまいります。 

 ４つ目は、「ポートセールスと国際交流の推進」でございます。 

 北海道を含む行政と経済界が一体となったポートセールス会議において、引き続き自動車関連

企業などを目標に、自らトップセールスを行っていくことや、本港の利用促進を目指したポート

セールスを行ってまいります。 

 また、本年、苫小牧市と秦皇島市とが友好都市１０周年を迎える節目であり、友好港でもある

中国秦皇島港との交流を図ってまいります。 

 ５つ目は、「保安対策の実施」でございます。 

 改正ＳＯＬＡＳ条約に係る港湾施設の保安対策として、人的配置などにより制限区域への出入

管理などを実施をいたします。 

 以上、５つの主要施策をもとに編成いたしました平成２０年度当初予算につきましては、両母

体の厳しい財政状況の中で、公債費の償還もピークの状態にあることから、引き続き平準化債を

利用することといたしました。 

 また、本年度から本格的に地方財政法に基づく港湾整備事業特別会計を設置し、一般会計と港

湾整備事業特別会計を合わせまして、約９５億６，７００万円を計上させていただきました。 

 今般の社会経済情勢や地域の目指すべき方向を考えましたとき、苫小牧港は、北米と東アジア

主要港との中間地点にある地理的条件を生かし、なお一層、国際港湾拠点として機能強化が求め

られていると認識をいたしております。 

 苫小牧港が北海道経済や道民生活を支える、「より活力ある港湾」となるべく全力を傾注した

いと考えておりますので、今後とも、議員の皆様方、港湾関係者の皆様方にこれまで以上の御支

援と御協力を心からお願いを申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 
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〇一般質問 

〇議長（遠藤 連君） 次に、日程第５「一般質問」の通告が沖田龍児君、池田謙次君及び冨岡 

隆君からありますが、この件に関しましては、議案第１号ないし議案第６号に関連する質問もあ

りますので、提案説明後に行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（遠藤 連君） 御異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取り計らいます。 

 

〇議案第１号 苫小牧港管理組合特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

〇議長（遠藤 連君） 次に、日程第６、議案第１号「苫小牧港管理組合特別職の職員の給与等

に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長、榎 良一君。 

〇総務部長（榎 良一君） 議案第１号「苫小牧港管理組合特別職の職員の給与等に関する条例

の一部を改正する条例について」御説明いたします。 

 今回の改正内容は、議会議員の費用弁償及び報酬月額の改定を行うものでございます。 

 議会資料の１１ページをご覧ください。 

 まず１点目は、議会議員の費用弁償のうち、招集に応じて出席したときの日額２，０００円を

廃止するのでございます。 

 次に、２点目は、議会議員の月額報酬額を４万円から３万６，０００円に減額するものでござ

います。 

 施行期日は、平成２０年４月１日でございます。 

 以上、議案第１号につきまして御説明いたしました。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○議案第２号 平成１９年度苫小牧港管理組合一般会計補正予算（第４号）について 

 議案第３号 平成１９年度苫小牧港管理組合東港整備事業特別会計補正予算（第２号）につい 

    て 

 議案第４号 平成１９年度苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算について 

〇議長（遠藤 連君） 次に、議案第２号「平成１９年度苫小牧港管理組合一般会計補正予算

（第４号）について」、議案第３号「平成１９年度苫小牧港管理組合東港整備事業特別会計補正

予算（第２号）について」、及び議案第４号「平成１９年度苫小牧港管理組合港湾整備事業特別

会計予算について」は、関連する案件でありますので、一括して議題といたします。 
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 提出者の説明を求めます。 

 専任副管理者、鈴木純一君。 

〇専任副管理者（鈴木純一） ただいま議題となりました議案第２号「平成１９年度苫小牧港管

理組合一般会計補正予算（第４号）」及び議案第３号「平成１９年度苫小牧港管理組合東港整備

事業特別会計補正予算（第２号）」及び議案第４号「平成１９年度苫小牧港管理組合港湾整備事

業特別会計予算」につきまして、御説明させていただきます。 

 なお、平成１９年度第３回苫小牧港管理組合議会定例会におきまして議決されております「港

湾整備事業特別会計設置条例」に基づく「港湾整備事業特別会計」につきましては、平成２０年

３月から実施することとなります。 

 したがいまして、「一般会計補正予算」及び「東港整備事業特別会計補正予算」の補正額には、

「一般会計」及び「東港整備事業特別会計」から「港湾整備事業特別会計」に移行した予算額が

含まれていることを御了承願いたいと思います。 

 初めに、一般会計補正予算でございますが、お手元に配付をさせていただいております一般会

計補正予算書をご覧いただきたいと思います。 

 最初に１ページをご覧ください。 

 今回は、歳入及び歳出、それぞれ２億３，３６４万７，０００円を減額するものでございます。 

 まず、歳出予算を事項別明細書によりまして、主なものについて御説明を申し上げたいと思い

ます。 

 １１ページをご覧ください。 

 第２款総務費で、１，１８４万５，０００円を減額しようとするものでございます。 

 これは、人事異動に伴う給料及び職員手当の減額によるものでございます。 

 第３款港湾管理費で、１，８５６万４，０００円を減額しようとするものでございます。 

 これは、港湾整備事業特別会計へ移行する事業費を減額するものでございます。 

 １２ページをご覧ください。 

 第４款港湾建設費で、７０３万９，０００円を減額しようとするものでございます。 

 これは、公有水面埋立申請願書作成の取り止めに伴う減額などによるものでございます。 

 第５款公債費で、６億２，６７１万８，０００円を減額しようとするものでございます。 

 これは、港湾整備事業特別会計へ移行する組合債の償還元金及び利子分を減額するものでござ

います。 

 １３ページをご覧ください。 

 第７款諸支出金で、４億３，０５１万９，０００円を増額しようとするものでございます。 

 これは、港湾整備事業特別会計へ繰り出しするために増額するものでございます。 

 次に、歳入予算でございますが、８ページに戻ってご覧いただきたいと思います。 

 第１款分担金及び負担金におきましては、４，２２４万円を減額しようとするものでございま

す。 
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 これは、北海道及び苫小牧市の母体負担金の減額でございます。 

 第２款使用料及び手数料におきましては、２，２６１万９，０００円を減額しようとするもの

でございます。 

 これは、荷さばき地使用料及び岸壁使用料などの減によるものでございます。 

 １０ページをご覧いただきたいと思います。 

 第８款組合債におきましては、１億９，１９０万円を減額しようとするものでございます。 

 これは、港湾整備事業特別会計へ移行する資本費平準化債の減などによるものでございます。 

 ４ページに戻り、ご覧いただきたいと思います。 

 第２表の債務負担行為でございますが、庁舎清掃業務委託に２１７万３，０００円、重要国際

埠頭施設警備業務委託に４，５４２万８，０００円など、それぞれ限度額として設定するもので

ございます。 

 以上が議案第２号でございます。 

 引き続き、東港整備事業特別会計補正予算でございますが、東港整備事業特別会計補正予算書

をご覧いただきたいと思います。 

 最初に１ページをご覧ください。 

 今回は、歳入及び歳出、それぞれ５，２７１万９，０００円を減額するものでございます。 

 まず、歳出予算を事項別明細書によりまして、主なものについて御説明をいたしたいと思いま

す。 

 １０ページをご覧いただきたいと思います。 

 第１款総務費で、１８５万２，０００円を増額しようとするのでございます。 

 これは、人事異動に伴う職員手当等の増額によるものでございます。 

 第２款港湾管理費で、６９０万円を減額しようとするものでございます。 

 これは、灯浮標設置に伴う残額の発生などにより、減額するものでございます。 

 １１ページをご覧いただきたいと思います。 

 第３款港湾建設費で、３，６０７万２，０００円を減額しようとするものでございます。 

 これは、起債事業であります荷役機械建設事業費の確定などによる減額でございます。 

 第４款公債費で、２億４，９４２万５，０００円を減額しようとするものでございます。 

 これは、港湾整備事業特別会計へ移行する組合債の償還元金及び利子分などの減によるもので

ございます。 

 次に、歳入予算でございますが、８ページに戻ってご覧いただきたいと思います。 

 第１款分担金及び負担金におきましては、５，３９４万５，０００円を減額しようとするもの

でございます。 

 これは、北海道及び苫小牧市の母体負担金の減額でございます。 

 第２款使用料及び手数料におきまして、８７１万４，０００円を増額しようとするものでござ

います。 
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 これは、岸壁等使用料等の利用実績の増によるものでございます。 

 ９ページをご覧いただきたいと思います。 

 第６款組合債におきまして、３，６２０万円を減額しようとするものでございます。 

 これは、荷役機械建設事業費の確定に伴う港湾整備事業債の減額などによるものでございます。 

 ４ページに戻って、ご覧いただきたいと思います。 

 第２表の債務負担行為でございますが、重要国際埠頭施設警備業務委託に１，６７０万円を、

それから、ゼロ国債による国直轄事業の泊地しゅんせつ工事に対応するため、１，２００万円、

航路しゅんせつ工事に対応するため、６，３００万円を限度額としてそれぞれ設定するものでご

ざいます。 

 以上、議案第３号について御説明をいたしました。 

 引き続き、港湾整備事業特別会計予算でございますが、先ほど御説明いたしましたとおり、平

成２０年３月から港湾整備事業特別会計を設置することとなりますので、これに伴い、新たに予

算計上が必要となります。予算科目は、全て新規となります。 

 お手元に配付しております港湾整備事業特別会計予算書をご覧いただきたいと思います。 

 最初に１ページをご覧ください。 

 平成１９年度港湾整備事業特別会計予算額は、歳入歳出とも８億７，７２３万９，０００円と

なっております。 

 まず、歳出予算を事項別明細書によりまして御説明をいたします。 

 １３ページをご覧いただきたいと思います。 

 第１款の総務費は、１９２万９，０００円で、これは職員の給与、手当などの人件費でござい

ます。 

 １４ページをご覧ください。 

 第２款の港湾管理費は、１，７４３万円で、これは港湾施設の光熱水費及び船舶給水委託など、

施設の管理に係る経費でございます。 

 １５ページをご覧ください。 

 第３款の公債費は、８億５，７８８万円で、これは港湾整備事業債及びマリーナ建設債の元金

と利子に係る償還費でございます。 

 次に、歳入予算でございますが、９ページに戻ってご覧いただきたいと思います。 

 第１款の使用料及び手数料は、１，８５７万２，０００円で、これは主に荷役機械使用料及び

冷凍コンセントの使用料でございます。 

 １１ページをご覧ください。 

 第２款の繰入金は、６億６，８３４万５，０００円で、これは一般会計及び東港整備特別会計

からの繰入金でございます。 

 第３款の諸収入は、３２万２，０００円で、これは上屋及び荷さばき地の電気使用料などでご

ざいます。 
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 １２ページをご覧ください。 

 第４款の組合債は、１億９，０００万円で、これは資本費平準化債でございます。 

 ５ページに戻って、ご覧いただきたいと思います。 

 第２表の債務負担行為でございますが、西港区船舶給水施設運営委託に２，１９８万８，００

０円、入船ふ頭ガントリークレーン管理運営委託に１，５３３万１，０００円、中央ふ頭荷役機

械管理運営委託に１，８７１万１，０００円など、それぞれ限度額として設定するものでござい

ます。 

 以上、議案第４号につきまして、御説明をいたしました。 

 よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

 

〇議案第５号 平成２０年度苫小牧港管理組合一般会計予算について 

〇議案第６号 平成２０年度苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算について 

〇議長（遠藤 連君） 次に、議案第５号「平成２０年度苫小牧港管理組合一般会計予算につい

て」及び議案第６号「平成２０年度苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算について」は、

関連する案件でありますので、一括して議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 専任副管理者、鈴木純一君。 

〇専任副管理者（鈴木純一君） ただいま議題となりました議案第５号「平成２０年度苫小牧港

管理組合一般会計予算」及び議案第６号「平成２０年度苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計

予算」につきまして、その大要を御説明申し上げます。 

 予算編成にあたりましては、両母体の厳しい財政状況を勘案しつつ、実施事業については、選

択と集中の視点から十分検討を加えるとともに、経費についても徹底した縮減と見直しを行うな

ど、限られた財源の重点的かつ効率的な活用を目指してきたところです。 

 また、平成２０年度当初予算から本格的に、地方財政法等に基づき、港湾整備事業につきまし

て特別会計を設置することとなります。これにより、従来の「一般会計」及び「東港整備事業特

別会計」から、「一般会計」及び「港湾整備事業特別会計」に変更となり、事業予算の明確化及

び収支の透明化を図る予算編成をしたところでございます。 

 初めに、一般会計予算につきまして御説明をいたします。 

 お手元に配付しております一般会計予算書をご覧いただきたいと思います。 

 一般会計予算には、地方財政法等に基づく港湾整備事業に関わるものを除いた経費を計上して

おります。 

 最初に、１ページをご覧いただきたいと思います。 

 歳入及び歳出の総額は、５６億８８２万１，０００円で、前年度当初予算に比べ、２１億

７，８５６万５，０００円の減となっており、率にして２７．９％の減となっております。 

 これは、特別会計を設置することに伴い、一般会計から特別会計への予算を分割することによ
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るものでございます。 

 まず、歳出予算を事項別明細書によりまして、御説明をいたします。 

 最初に、１７ページをご覧いただきたいと思います。 

 第１款の議会費は、８７１万９，０００円で、前年度より６８万７，０００円の減となってお

ります。 

 これは、議員報酬及び費用弁償の削減による減でございます。 

 主な内容は、議員報酬、友好港交流及び議会運営に要する費用などでございます。 

 １８ページをご覧ください。 

 第２款総務費は、５億２，１２６万４，０００円で、前年度より４，７０３万６，０００円の

減となっております。 

 これは、主に特別会計の設置による会計分割及び人事異動による人件費の減によるものでござ

います。 

 主な内容は、職員給与などの人件費、消耗品や庁舎等の維持管理などの一般管理事務に要する

費用でございます。 

 ２２ページをご覧ください。 

 第３款港湾管理費は、２億４，８２２万９，０００円で、前年度より２億６，９６９万

６，０００円の減となっております。 

 これは、主に特別会計の設置による会計分割及び大型灯浮標設置が１９年度に完了したことな

どによる減でございます。 

 主な内容は、埠頭保安施設や道路・公園などの維持管理に要する費用及び勇払ふ頭、西ふ頭な

どの岸壁改良工事に要する費用でございます。 

 ２４ページをご覧ください。 

 第４款港湾建設費は、１３億５，２４０万円で、前年度より８億１，９７３万５，０００円の

減額となっております。 

 これは同じく、主に特別会計の設置による会計分割及び海岸保全補助事業が１９年度に完了し

たことなどによる減でございます。 

 主な内容といたしましては、東港中央地区の航路しゅんせつ工事などの国直轄事業、西部中央

２号線道路建設工事などの改修補助事業、北ふ頭緑地整備工事などの環境整備補助事業、西港区

公有水面埋立申請などに係る単独事業に要する費用でございます。 

 ２６ページをご覧ください。 

 第５款公債費は、２６億５，０５３万円で、前年度より１８億６，５５９万円の減額となって

おります。 

 これも同じく、主に特別会計の設置による会計分割及び組合債償還額の減によるものでござい

ます。 

 主な内容は、公共事業等に係る起債償還元金及び利子でございます。 
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 ２７ページをご覧ください。 

 第６款諸支出金は、８億２，５１７万９，０００円となっております。 

 これは、港湾整備事業特別会計への繰出金でございます。 

 続きまして、歳入予算について御説明いたします。 

 １０ページに戻って、ご覧いただきたいと思います。 

 第１款分担金及び負担金は、３４億４，２９５万円で、前年度より６，９９９万５，０００円

の減となっております。 

 これは、北海道及び苫小牧市の母体負担金でございます。 

 １１ページをご覧ください。 

 第２款使用料及び手数料は、８億７，５１１万８，０００円で、前年度より１億３５５万

７，０００円の減となっております。 

 これは、主に特別会計設置に伴う会計分割による減でございます。 

 主な内容は、港湾施設使用料、港湾隣接地域等占用料などでございます。 

 １３ページをご覧ください。 

 第３款国庫支出金は、１億６，４００万円で、前年度より３，２２０万円の減となっておりま

す。 

 これは、主に海岸保全事業が１９年度に完了したことによる減でございます。 

 主な内容は、改修補助事業、統合補助事業、環境整備補助事業の補助事業費に応じた国庫補助

金でございます。 

 第４款道支出金は、３２万１，０００円を計上しております。 

 これは、港湾統計調査に係る委託金でございます。 

 １４ページをご覧いただきたいと思います。 

 第５款財産収入は、５１万６，０００円を計上しております。 

 これは、職員住宅貸付料などの収入でございます。 

 １５ページをご覧いただきたいと思います。 

 第７款諸収入は、３５９万６，０００円で、船だまり区等の電気料収入などを計上しておりま

す。 

 １６ページをご覧ください。 

 第８款組合債は、１１億２，２３０万円で、前年度より１０億６，６９０万円の減となってお

ります。 

 これは同じく、主に特別会計設置に伴う会計分割による減、一方で公共事業に係る管理者負担

金増に伴う組合債の増が合わさって、結果として減となっているものであります。 

 主な内容は、国直轄事業、改修補助事業、統合補助事業、環境整備補助事業に関わる一般公共

事業債でございます。 

 １ページに戻って、ご覧いただきたいと思います。 
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 第３条の一時借入金でございますが、これは借入最高額を１２億２，２３０万円に定めようと

するものでございます。 

 ７ページをご覧いただきたいと思います。 

 第２表地方債についてでございますが、これは起債の目的、限度額、起債の方法及び利率など

について定めようとするものでございまして、限度額は１１億２，２３０万円となっております。 

 以上が議案第５号でございます。 

 引き続きまして、港湾整備事業特別会計予算でございますが、お手元に配付をいたしておりま

す特別会計予算書をご覧いただきたいと思います。 

 港湾整備事業特別会計には、地方財政法等に基づく港湾整備事業に関わる経費を計上しており

ます。 

 最初に、１ページをご覧いただきたいと思います。 

歳入及び歳出予算の総額は、３９億５，８９８万１，０００円で、前年度当初予算に比べ、

３０億８，１７４万２，０００円増額となっておりますが、これは前年度の港湾整備事業特別会

計が平成２０年３月に設置をされ、１ヶ月分の予算しか計上されていないためでございます。 

 以下、御説明をいたします歳入歳出、各費目についても同様の理由によるもので、増について

は説明を省略をさせていただきたいと思います。 

 初めに、歳出予算を事項別明細書によりまして御説明いたします。 

 １３ページをご覧いただきたいと思います。 

 第１款総務費は、３，３８０万７，０００円で、主な内容は、職員給与などの人件費及び消耗

品など、港湾整備事業に係る一般管理事務に要する費用でこざいます。 

 １５ページをご覧ください。 

 第２款港湾管理費は、２億２，７７１万８，０００円で、主な内容は、上屋、荷さばき地など

の施設運営に係る光熱水費や、荷役機械等の維持管理費や、勇払マリーナの管理運営負担金など

に要する費用でございますが、新たに東港ガントリークレーン２号機稼働に伴う電気料、管理委

託費を計上しております。 

 １７ページをご覧ください。 

 第３款港湾建設費は、１８億９，２７０万９，０００円でございます。 

 主な内容は、西港船だまり用地造成事業、入船ふ頭用地造成事業、東港中央ふ頭用地造成事業

の、起債事業などに要する費用でございます。 

 １９ページをご覧ください。 

 第４款公債費は、１８億３７４万７，０００円で、主な内容は、港湾整備事業債に係る起債償

還元金及び利子でございます。 

 続きまして、歳入予算について御説明いたします。 

 ９ページに戻って、ご覧いただきたいと思います。 

 第１款使用料及び手数料は、９億９，３３２万８，０００円で、前年度より９億７，４７５万
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６，０００円の増となっております。 

 主な内容は、上屋使用料、荷さばき地使用料などの港湾施設使用料でございます。 

 １１ページをご覧いただきたいと思います。 

 第２款繰入金は、８億２，５１７万９，０００円で、一般会計からの繰入金でございます。 

 第３款諸収入は、３４７万４，０００円で、中央ふ頭などの電気料収入を計上しております。 

 １２ページをご覧いただきたいと思います。 

 第４款組合債は、２１億３，７００万円で、主な内容は、西港入船ふ頭用地造成事業、船だま

り用地造成事業、東港中央ふ頭用地造成に伴うふ頭用地造成債及び資本費平準化債の借り入れで

ございます。 

 １ページに戻って、ご覧いただきたいと思います。 

 第３条の一時借入金でございますが、これは借入最高額を２２億３，７００万円に定めようと

するものでございます。 

 ６ページをご覧いただきたいと思います。 

 第２表地方債についてでございますが、これは起債の目的、限度額、起債の方法及び利率など

について定めようとするものでございまして、限度額については、２１億３，７００万円となっ

ております。 

 以上、議案第５号、第６号について御説明いたしました。 

 よろしく御審議の上、お願いいたします。 

〇議長（遠藤 連君） これより、一般質問及び質疑に入ります。 

 通告がありますので、順次これを許します。 

 沖田龍児君。 

〇３番（沖田龍児君） それでは、通告に従いましてお尋ねをしてまいります。 

 先ほど、冒頭に管理者のほうから、今年の管理組合の運営について、５本の主要施策を中心に

進めていくというお話がございました。その中にも、いろいろ考え方について述べられておりま

したけれども、改めてお尋ねをしてまいりたいと思います。 

 特に、国際コンテナターミナルの機能が東港へ、いよいよ１０月をめどに移転をされるという

ことで、いろいろなご苦労の中でここまで来られました皆さんに敬意を表したいと思います。昨

年も、移転に伴う諸課題についてお尋ねをいたしましたが、その後、諸課題についてどのように

推移をしているかについて、順次お尋ねをしてまいりたいと思います。 

 最初に、港湾関係者に、苫小牧外貿コンテナ事業協同組合、いわゆる荷役業者でつくられてい

る組合との関係でありますが、当初から課題の大きな柱として、東港に移転することについては、

大筋賛成であっても、非常にコストがかさむということについて、そのコスト負担をどうするか

ということが大きな課題だったと認識をいたしております。私としても、想定をされるのは、西

から東に移動することによって、いわゆる機材、コンピューターですとか、クレーン、トップリ

フターというのでしょうか、そういうものを移設をしなければならない。こういうものに相当な
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初期の費用がかかるのだろうと思います。 

 ２つ目には、１０月ということですけれども、４月から１０月にかけて順次移動させていくの

だと思いますから、その間、半年間ぐらいでしょうか、入船と東港、両方を共用でやるような時

期があるかと思います。要するに、ダブっている期間の費用も相当の負担になるのだろうと思い

ます。 

 それから、３つ目は、当然、西から東へ完全に移転した以降、やっぱり距離的な問題で、働く

人たちがそこまで移動しなければならない距離的なロス、特に石油高騰の折、油代が相当高騰し

ています。相当な費用を業者も負担をしなければならないと思うのですが、そういういろいろな

一連のコスト増について、これまで懸案事項、管理組合とお話をされてきたのだと思います。 

 先ほど、市長のほうからも、関係者と一定の合意がなされたということで、使用料の減免につ

いてだと思いますが、これは議決事項ではありませんが、しかし港の歳入の大きな柱でもありま

すので、ぜひその辺の詳細について明らかにしていただきたいと思います。 

 ２番目には、水先人会との課題であります。 

 ことしの１月１０日付で、水先人会から文書で市に対して申し入れがありました。私もコピー

をいただきました。 

 水先人業務は、当面の間、コンテナ船及びその他の船舶は、各種工事が完了し、本船の安全が

確保されるまで、昼間、いわゆる日の出から日没１時間前のみ引き受ける、いわゆる２４時間化

について対応できないというお話がされているわけですね。これでは、コンテナターミナルとい

うのは２４時間というのが常識ですから、いわば逆に言うと、欠陥ターミナルになるのだという

ふうに思いますが、大変重要な課題だと思います。 

 ここに、申出書の中に２つ、いろいろな課題はあるのですが、大きな柱として、１つには、最

大喫水９メーター未満のコンテナ船は各種工事（導灯標を含む航路標識の設置及び夜間照明設備

の整備）が完了し、本船の安全運行が確保されれば、夜間も水先業務を引き受けますと。 

 ２つ目には、外力の影響を受け、リスクの高い、最大喫水９メーター以上のコンテナ船及びそ

の他の船舶は、これはちょっとあれなのですが、西側の防波堤が整備され、本船の安全運行が確

保されるまでは昼間の運転とさせていただきたいという、そのほかにもいろいろな状況の説明が

あって、その２つの申し入れがあるのですね。 

 １つ目のいわゆる各種工事、導灯標とか、航路標識とかですね。こういうものはどの程度、予

算がかかれば完全に整備をされるのかわかりませんが、こういうものは、当然開発局やなんかと

協力をしながら努力をしていかれるのだと思いますが、しかし、２つ目の西側の防波堤、これが

なければ９メーター以上の喫水のやつは昼間しかできないとお話をされている。当然、将来計画

の中にも、東港に西防波堤の計画というのはないわけですよね。そうすると、これができなけれ

ばやれないということだと、物すごい大きな課題だと思うのですが、一方では、東港の静穏度に

ついては、９月にマスコミにも発表になりましたけれども、室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所が

シミュレーションをして、東港の静穏度について一定の評価を与えていただいている。これは入
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船というか、西港とほとんど変わらないという評価を、港としてもされているわけですよね。 

 ところが、水先人会のほうとしては、特に向こうのほうについては、東港区の防波堤の入り口

から中央ふ頭に至る水路は、いわゆる弁天航路と言われているらしいのですが、西側から太平洋

に向かって大きく開いていて、外力の影響を受けやすいと、非常に静穏度も低いのだと、こうお

話をされているのですね。この辺のことは、やっぱりお互いの認識に、私はずれがあるのでない

かと思うのですよ。 

 もちろん、水先人の方は安全性を優先してやられることは、十分理解はできますが、しかし、

西防波堤ができるまでできないというようなことになると、これほとんどできないと言っている

ことと同じだと思うのですよね。その辺をやっぱりもうちょっときちっと、こちらのほうの説得

はされているのでしょうけれども、十分理解をいただいて、それは１日も早く、この辺の解決を

しなければ、せっかく１０月に移転をしても、さっきから言うように、２４時間利用できないと

いうような、そういうコンテナターミナルでは、まさに欠陥ターミナルというふうに言わなけれ

ばならないと思いますので、その辺の見通しと今後の努力についてお伺いをしたいと思います。 

 ３番目は、これは簡単なのですが、昨年お伺いをしました光ファイバーによるインターネット

の環境整備、それから函館税関で、今まではコンテナのレントゲン検査というんでしょうか、そ

れ東から西まで来なければならないという状況について、非常にロスが多い、経費負担が多いの

ではないかということについてお伺いをしました。その辺のことについて、どうなっているのか、

これは単純にお尋ねをいたします。 

 次に、アクセスですね。 

 安平川治水との関係について、御承知のように勇払橋が、強度検査の結果、一昨年からでした

か、２０トン以上の大型車両は通れないということで、これの補強というのも、なかなか現実的

でないというお話で、結局は道道上厚真苫小牧線を１日も早く開通をすることが、東西港の行き

来のためにも緊急な課題だということだと思います。 

 そこで、御承知のように、そのためには河川整備計画を急ぐ必要があると思いますが、昨年の

４月以降、安平川水系河川整備検討委員会がいろいろ検討してきた結果、この河川改修は遊水池

案をもって行うのだということが一応の確認というのでしょうか、方向づけがされたのだと思い

ます。 

 しかし、８月に苫小牧の商工会議所を中心とする経済界、その中の苫小牧の港湾・空港を考え

る会というふうにおっしゃるのでしょうか、その方たちが、このような遊水池案では、物づくり

産業誘致に向けて、弁天沼周辺の土地利用に大きな障害を来すということで、反対の姿勢を明確

にされたのですね。これはこれで、考え方として、一つは理解はできるのですが、しかしその後、

室蘭土現のほうとしてもいろいろな経過はあったと思いますが、いろいろな再検討の結果、弁天

沼周辺で３００ヘクタール、いすゞの周辺で２００ヘクタール、合計５００ヘクタール、当初の

１，５００ヘクタール計画から、およそ３分の２の９５０ヘクタールに遊水池を縮小した案をも

って、今お話をされているのだと思います。 
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 その辺のことについて、これには苫小牧市も検討委員会に加わってきていると思いますが、今

後の見通しとして、この検討委員会としては、２０年３月までには何とか方向を見出して、そし

て２０年度内には整備計画を策定をして、同年度中に道道線の橋梁の着工にかかっていきたいと

いう、これは計画なのでしょうけれども、そういう流れになっているわけですね。 

 したがって、その当事者の１人でもある、ましてや苫小牧の市長としては、ここで市長として

どうかと聞くのはいかがなものかと思いますが、２つ兼ねておられるわけですから、その一方の

当事者として、今出てきている土現の縮小案を含めた遊水池計画について、１日も早く安平川の

改修を進めて、道道を完成してもらいたいという立場の管理組合として、この計画について、今

の段階でどのように評価をされているのか。この程度だったら、東部の開発に支障はないのでな

いかというふうに考えておられるのか、あるいは、それを反対だというふうに考えておられるの

か、その辺の管理者としてのスタンスをお伺いをしておきたいと思います。 

 ５番目ですが、これはまず、いろいろな課題についてお話をさせていただきました。現実に移

転が動き出してきているわけでありますが、課題の一方、やっぱりターミナルが移るということ

は、この苫小牧の東港にとって、大変大きなメリットもあるわけですよね。その中でも１番やっ

ぱり重要なのは、先ほど市長も冒頭にお話をされたように、利用者が使いやすいターミナルであ

ること、いわゆる滞船が解消されるということが非常に大きなポイントだと思います。これまで

も私たちも、議会は議会でポートセールスに行きました。管理者も行かれていると思います。や

っぱり苫小牧港の課題というのは、狭くて、あるいは静穏度が問題で、非常に沖待ちが多いのだ

と。そのロスが多いということが、外国の方からもお話をされています。 

 ですから、この解決というのは、私、非常に大事なことだというふうに思うのですが、その辺

のことについては、十分関係者と議論されていると思いますが、今後どのような工程で整備が進

められて、どのようなターミナルになっていくのか、改めてお伺いをしたいと思います。 

 また、あわせてコンテナ貨物の将来的な展望について、お伺いをしたいと思います。 

 近年の外貿コンテナ貨物の取扱量は、北海道全体でも増加の傾向にあると伺っております。そ

の８割を扱っている苫小牧港では、現在のコンテナ取扱量は、今後どのように推移をしていくと

考えておられるのか。また、それに対してどのように対応されようとしているのか、管理者の考

え方をお聞かせをいただきたいと思います。 

 最後に、勇払マリーナです。 

 まだ、指定管理者に移行して１年がたっていません。株式会社ベルポートジャパンに管理を移

行して、私もいろいろ状況はお伺いをしています。これまで官ではできなかったこと、免許講習

事業など、実施事業に大変努力をされておられるということもお伺いをしております。まだ１年

たっていませんから、経営状況はどうだったかというようなことについて出てはいないと思いま

すが、しかし、利用状況とか管理運営、これまで管理組合がやっていたときと今の現状に差異は

ないのか、利用者にとって不便はないのか、その辺の管理運営についてお伺いをしたいと思いま

す。 
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 特に、財政的には、この２年度は管理組合からも一定の支援をするわけですね。ところが、２

年後からは全く独自でやらなければならなくなったという、これは非常に見通しは大変だと思い

ますが、その辺の見通しも含めて、今、管理組合として運営状況をどのように把握をされている

のか、お伺いをして終わります。 

○議長（遠藤 連君） 管理者、岩倉博文君。 

○管理者（岩倉博文君） 私の方からは、２点お答えをさせていただきたいと思いますが、まず

は、アクセス道路につきまして御質問がございました道道上厚真苫小牧線についてでございます

が、東西両港区を結ぶ道道上厚真苫小牧線は、現在の苫小牧港の将来を考える上で、大変重要な

アクセス道路の一つだと認識をいたしております。 

 管理組合では、苫小牧市や、あるいは苫小牧商工会議所並びに関係業界とも連携をしながら、

北海道に早期の完成を強く要望をしているところでございます。進捗状況といたしましては、

２１年度末には、現在整備中の立体交差部の工事も完成し、苫小牧方向からいすゞまでの区間が

供用されると聞いており、安平川の橋梁を含めた前後の区間が唯一未供用区間として残ることに

なります。 

 一方、北海道におきましては、御指摘のとおり、関連する安平川の整備計画につきまして、昨

年から各方面との意見調整を行っているとお伺いをしておりますが、この河川の整備計画が、市

民や関係者の理解が十分に得られた形で早期に策定され、残された未供用区間ができる限り早く

着手されるように期待をいたしておるところでございますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 もう一点、整備計画と将来展望についてお尋ねがございました。 

 東港区中央ふ頭は、既設の水深１４メートルの岸壁がございますが、これに連続する水深１２

メートルの耐震強化岸壁は、今年度に新規事業として調査、設計を行っており、２０年度からは、

現地での着工を予定しているところでございます。 

 管理組合といたしましては、平成２３年度末までには連続する岸壁を完成させたいと考えてお

りますが、その間、段階的な岸壁利用も含めて部分供用が可能になるよう協議を進めているとこ

ろでございます。 

 このことによりまして、大型コンテナ船と中型コンテナ船が同時に荷役できることになります

ことから、待船緩和に大いに役立つことになると思います。 

 また、岸璧背後のコンテナヤードの整備につきましては、２０年度の一括シフトに合わせまし

て、できる限りの整備を現在続けておりまして、１０月ごろまでには、現在の入船国際コンテナ

ターミナルに比べ、広く効率的なターミナルになるものと考えております。その後も国際コンテ

ナターミナルの完成に合わせ、岸壁やヤードの整備も適時進めてまいります。 

 また、将来展望についてお尋ねがございましたが、ここ数年苫小牧港では、年間約１８万ＴＥ

Ｕのコンテナ貨物の取り扱いとなっておりますが、このたびの港湾計画改訂では、平成３０年代

前半の推計値といたしまして約３０万ＴＥＵを見込んでおります。これは、自動車関連産業を始
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めとする製造業が苫小牧港周辺での操業を拡大していることや道産農水産品の国際的なブランド

化の進展等により、今後ともコンテナ貨物の増加が見込まれていることからでございまして、そ

れらの動向に対応していく必要があるものと考えております。 

 いずれにいたしましても、管理組合としましては、母体であります北海道や苫小牧市、また、

国を始めとする関係機関や苫小牧港利用促進協議会等と連携いたしまして、これまで以上に努力

をしていかなければならないものと考えております。 

 私からは以上です。 

○議長（遠藤 連君） 専任副管理者、鈴木純一君。 

○専任副管理者（鈴木純一君） まず、港湾関係者との合意事項のお尋ねでございますが、官民

の意思疎通の円滑化を目的に組織をしました苫小牧港２１世紀協議会の下部組織であります国際

コンテナターミナル移転検討部会において、これまで協議を行ってまいりましたけれども、昨年

末には苫小牧港外貿コンテナ事業協同組合とシフトに伴うコスト増の軽減策についておおむねの

合意を得たところでございます。 

 その内容は、東港区中央ふ頭の港湾施設使用料について、この４月から９月の移転に当たる期

間については、東港での使用料を全額免除し、その後の立ち上がり期間であります１８カ月間、

つまり残りの６カ月と翌年の１２カ月については、使用料の３分の１相当額を免除することで合

意に至っているというふうに理解をしているところであります。 

 それから、水先人会との課題についてのお尋ねでございますが、東港区の船舶航行の安全の問

題につきましては、国際コンテナ拠点を東港区にシフトする取り組みの上でも大きな課題であり

ますことから、管理組合が中心となって昨年末から水先人や船舶代理店、タグセンターなどが集

まって、東港区の船舶航行安全に係る意見交換会を開催してきているところであります。 

 この意見交換会の中で、先ほど御指摘がありましたとおり、水先人会から一部夜間業務を見送

りたいとの申し出がありましたが、国際コンテナターミナルにおいては２４時間フルオープンが

現在の必須の条件となっていますことから、引き続き水先人会と協議をしているところでありま

す。 

 その内容でございますが、１つは、東港区の船舶航行安全に必要な外郭施設、気象観測施設、

航行援助施設等の施設面のこと、それから、２点目が入港船舶に対するポートコントロールやポ

ートサービス引き受けの責任の問題、３点目が荒天時の対応策、こういったことを含めて２４時

間引き受けに必要な条件等の整備を行ってきているところであります。 

 管理組合といたしましては、観測施設や船舶航行援助施設の設置等を検討するなど、安全対策

を進めていく予定で考えております。 

 また、残る課題につきましても、意見交換会やこの２月から苫小牧港海上交通安全協議会の下

部組織であります苫小牧港航行安全検討委員会が設置をされておりますので、この協議を通しま

して解決する努力を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 それから、周辺の環境整備について２点のお尋ねがございましたが、まず、光ファイバーによ
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るインターネット環境の整備につきましては、ＮＴＴや苫小牧市、株式会社苫東など６者で構成

組織をいたします苫東地区通信基盤整備検討会の中で協議を進めてまいりましたが、ことしの春

にはＮＴＴ・Ｂフレッツのサービスが受けられるよう工事の発注等について進めているところで

ございます。 

 それから、２点目の函館税関苫小牧地区コンテナ検査センター移転については、これまでも函

館税関へ要望しておりますが、施設が建設後間もないことから、現時点では早期移転が難しいと

伺っているところであります。しかしながら、実際の運用面で利用者のコスト増をできるだけ軽

減するための方策について検討いただくということで、具体の対応について苫小牧税関支所と関

係業界において協議をしていきたいというふうに聞いているところであります。 

 勇払マリーナの指定管理者制度移行後の経過についてのお尋ねでございますが、平成１９年３

月９日付で、株式会社ベルポートジャパンと指定管理者による管理に係る協定を締結し、今日ま

で相互の協力のもと勇払マリーナの適正かつ円滑な管理運営に努めてまいったところであります。 

 この間、指定管理者であります株式会社ベルポートジャパンは、実施事業といたしまして、給

油事業を初めとして修理事業、免許講習事業及び中古艇の販売事業を行うとともに、積極的なＰ

Ｒ活動等により利用者の増に向けた取り組みを進めてきているところであります。 

 また、指定管理者の募集要項等で条件としてきておりましたマリーナの２４時間利用、それか

ら、夜間の管理人の配置等のサービス提供につきましても、要求水準が維持をされているものと

認識をしているところであります。 

 なお、当該マリーナの現在の登録隻数でございますが、年度の途中でありますことから、経過

データということではございますが、昨年末現在で２４２隻でございまして、当該指定管理者が

平成１９年度の利用想定隻数としている２６４隻を若干下回っている状況であります。 

 いずれにいたしましても、今後のマリーナが更に利用されるよう、指定管理者ともども取り組

んでまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（遠藤 連君） 沖田龍児君。 

○３番（沖田龍児君） １点だけ再質問も含めてちょっと指摘をさせていただきます。 

 水先人会との関係は、今もお話をされている最中であるということですから、さっきも言いま

したし、いろいろお互いの間に認識の違いもあるんだと思います。交渉中ですから、余り立ち入

ってこれ以上言うつもりはありませんが、ぜひ冒頭申し上げましたように、２４時間利用という

のがやっぱり非常に大事なことですから、ぜひ誠心誠意お話をされて、一日も早く解決されるよ

うに望んでおきたいと思います。 

 まず１点、再質問なんですが、安平川改修計画の関係について管理者にお尋ねをいたしました。

お答えの中では、整備計画が市民や関係者の理解が十分に得られた形で早期に策定されと、こう

いうふうにお答えになったんですが、私は管理者も、あるいは市長という立場から、関係者の本

当の一人というか、大きな関係者の一人だと思うんです。 
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 ですから、当然道路の完成のためには、安平川改修計画を一日でも早くやってほしいという立

場。しかし、現実に今遊水池案が示されたわけですね。当初のやつは、経済界の方たちも、余り

にも大き過ぎて、自動車産業あるいは飛行機来るのか、滑走路の絵をかいていますが、そういう

のはよくわかりませんが、しかし、それにしても土現は縮小計画を出されたわけですよね。です

から、今のその計画案について、港の管理者として、これなら許容できるというふうに考えてお

られるのか、これならやっぱり港として東部開発を進める上において支障があると考えられてい

るのか、そのことを当事者としてお尋ねをしたんです。もちろん協議はされていることも見守る

必要があると思います。その関係者の当事者として今の段階でこのことについてどう評価をされ

ていますかというふうにお尋ねをしましたので、そのことについてもお答えください。 

 それから、最後にこれは指摘というよりも、私いつも管理組合の議会の中で、財政のあり方等

についても議論させてきていただいて、なかなか難しい問題、それぞれ両母体とのルールもある

わけですから、しかし、管理者も最初の５本柱の中でも、両母体の財政は厳しいけれども、やっ

ぱり利用者のために、老朽化もしているし、この管理組合の運営については、利用者に迷惑をか

けないように向上を目指していくんだというふうにお話をされているんですね。 

 ところが、これは質問とはちょっと関係ないんですが、きょうの議員説明会の中で、今度の予

算に当たって、北海道と、それから苫小牧市から文書が入ってきて、この２０年度予算について

は同意をいたしますというお話が来ているんです。ところが、いずれも条件といいますか、下記

の条件を付して同意します。特に苫小牧市の開発港湾担当者からは非常に厳しい緊急性や必要性

を十分考慮し、安易な流用や不要不急の支出は厳に慎むとともに、あるいは引き続き事務・事業

の見直しについては、歳出を徹底的に削減するとともに、歳入の増加を図る。一面当たり前のこ

とかもしれません。しかし、これまでも指摘をしてきているように、非常に両母体が厳しいが故

に切り詰められて切り詰められて、管理組合としては自分たちの主体性を持って財政運営できな

いような状況に置かれているんでないですかということ私何回も言ってきた。老朽化している施

設があっても、思うように改善できない。振り返るのも失礼ですけれども、ガントリークレーン

の問題だって、本来予算があったらあんなみっともない話にはならないわけです。結局は、いろ

んな問題についても、北海道一の港だと言っていても、本当に胸張ってやれるんですかと、こん

な状況の中でということを何回も指摘してきました。それなのにこういうものを、当事者である

市長であり、管理者である大変難しい立場だと思いますが、その一方から、こういう申し入れを

されるということは、私は非常に違和感を覚えるんですよ。 

 管理者も言うように、高橋知事もおっしゃっています。苫小牧の港は、苫小牧の東部を進める

上においても、非常に北海道のけん引車だと。活性化のために大変大事な位置付けなんだという

ことでポートセールスというのをされていると思うんですよ。そうだったら、もう少しやっぱり

この位置付けについても大きな目で見ていただいて、ここの港が整備をされて、老朽化やなんか

についても十分配慮されていく、そのことが北海道の経済のけん引車になるんだぐらいの気持ち

を持ってもらわないと、そんな両方から一生懸命やっていられるのに、なお不要不急のものはみ
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んなやめれとか、そんなことを同じ市から言われるというのは、僕は本当に心外なんですね。ぜ

ひ市議会でも議論してもらいたいと思いますが、そういうことは、これ言っても答弁は返ってこ

ないと思いますが、改めて港管理組合の財政のあり方、そういうものについても、ぜひ管理者も

知事ともお話しされていると思いますが、機会があったらぜひこの位置付けについてしっかり議

論していただきたいと思います。１つだけお答えいただきたい。 

○議長（遠藤 連君） 管理者、岩倉博文君。 

○管理者（岩倉博文君） 沖田議員の再質問にお答えをさせていただきますが、道道上厚真苫小

牧線の件につきまして、安平川河川改修計画の最終的な整備計画につきましては、今年度中に開

催が予定をしております河川整備検討委員会の中で検討されると聞かせていただいておりまして、

道が今回関係者に示した遊水地案は、この中で議論された後正式なものとなるものと聞いており

ます。したがいまして、整備計画の最終案が固まっていない段階でございますので、河川整備検

討委員会の推移を見守っていきたいと、そのように考えているところでございます。 

 いずれにいたしましても、北海道や経済関係者、更には自然保護団体等の調整ができるだけ早

くついて河川整備に早期にかかれるよう期待をしているところでございますが、一方で私自身は

管理者であると同時に、苫小牧市の市長という立場がございます。この問題につきましては、議

員も御案内のとおり、様々な経済界を中心にいろいろな意見、あるいは御指摘のように動きがあ

ることも事実でございます。そういうようなことを総合的に判断した上で、今答弁しているわけ

ですが、当面、道の委員会の推移を見守りたいということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（遠藤 連君） 以上で、沖田龍児君の一般質問は終了いたしました。 

 池田謙次君。 

○１番（池田謙次君） それでは、簡潔に４点について、通告に従いまして質問させていただき

ます。 

 まず初めに、苫小牧港経営計画について何点かお伺いします。 

 計画の大綱として、目標とする港湾の姿を目指し、港湾計画を着実に推進をしていくために大

綱が述べられているわけですけれども、私は、抽象論過ぎてよく趣旨がわかりません。要は様々

な視点で、より苫小牧港湾の発展を目指すということなのかなというふうに思います。 

 それで、端的に何点か、初めての計画でもございますので、大変申しわけありません。窓口質

問的なこともありますので、御了承いただきたいというふうに思います。 

 まず、この計画の１つは、期間としてどのような設定をされて推進をされようとしているのか。

次に、先ほども申しました目標とする港湾の姿を目指すとありますけれども、具体的に管理者は

目標とする港湾の姿とは、どのような港湾のイメージを持たれているのか、更には目標とする数

値はお持ちなのかと。そして更に経営計画でありますので、骨子となる経営戦略の主眼はどのよ

うなものなのか。そして最後に、１９年度をピークに償還額が下がっていくという、このように

聞いているわけでございますけれども、今後の収支のめど、また編成計画など、この経営面の安

定に向けてどのような推移になるというふうに踏んでおられるのか、以上、何点かお聞きをして
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おきたいというふうに思います。 

 次に、海の駅構想について、これも何点かお伺いします。 

 以前から私何度も質問してまいりました仮称海の駅構想についてであります。 

 過日地元の報道でもございました勇払マリーナの海の駅認定といいますか、そういう報道がご

ざいましたけれども、そく聞するところでは、この認定がされたとしても、これといったメリッ

トもないのではないかというお話を聞くんですけれども、具体的に何かそういうメリットがある

のかどうか、現状として。そして、将来的に期待できるような、そのようなものがあるのかどう

か聞いておきたいというふうに思います。 

 更に先ほど言いました、私は長年訴えている海の駅構想について、地元の市民の方が憩える港、

また、町、港を上げてのイベントの開催、家族連れで豊富な魚介類を購入したり、食べるという、

また、洋上研修やミニ水族館などこういう施設がある、全国を見てもそういうところがあるんで

ありますけれども、観光客も含めて多くの方がリピーターとなり得るような、そのような構想を

ぜひいただきたいというふうに思うんです。 

 ハード面の取り扱いの全道一というのはよくわかるんですけれども、ソフト面でもぜひ全道一

を目指して、市民に親しまれるような港町苫小牧にふさわしい港整備をぜひとも推進すべきと考

えますので、管理者の御見解をお聞きしたいというふうに思います。 

 次に、西港上屋の活用についてお伺いします。 

 今述べました観光の視点からもひとつ提案なんですけれども、以前も質問していました利用率

の少ない上屋を集中化して、あいた上屋を、例えば函館の金森倉庫群のような活用、また、小樽

の運河沿いの倉庫の活用など経営計画でもあります。大いに観光資源として知恵を出して、工夫

を凝らして有効活用に取り組むべきだと、この点についても管理者の見解をお聞きしたい。 

 そして、併せて前回、私、質問しました上屋の解体の話です。 

 ＲＯＲＯ船の荷さばき場の狭あい化を解消するために、解体をして広く使ってはどうかという

質問させてもらいましたけれども、当時の御答弁としては、解体費用約１億の経費がかかるとい

うことで難色を示されておりましたけれども、現時点の何らかの対応が私は必要なんだろうとい

うふうに思うんです。 

 それで、現時点で結構ですけれども、どのように検討されているのか、そしてまた、今私が質

問したように、観光資源の活用という形の視点も含めて御見解をお聞きしたいというふうに思い

ます。 

 それと、最後にガントリークレーンについてお伺いします。 

 今の沖田議員からもちょっと触れた分もありますけれども、もうじき東港のガントリークレー

ンが２台目設置をされます。１７年度に１台目設置をされて、６億４００万で購入をされており

ます。このガントリーが、当然皆さんがち密な計画のもとに購入をされていると。お聞きをしま

したら、２０年度から約５，４００万円の償還が始まるということでもあります。東港の港湾作

業の効率化を図る意味で、必要不可欠、これはよくわかるんです。慎重な判断の上での高額な投
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資をされたんだろうというふうに思います。 

 併せて、安全性のためにも当然メンテナンス料もかかります。このメンテナンス料をちょっと

お聞きをしましたら、１７年度で９３４万５，０００円、１８年度で８４４万５，１５０円、

１９年度で８１７万７，７１２円であります。これだけの経費、税金を投入して、実稼働時間を

見ましたら、ちょっと驚いたんですけれども、初年度の１７年度で年間７．５時間、１８年度で

２１．６時間、そして極め付けでございますけれども、現時点の１９年度は０．５時間、つまり

年間３０分です。つまり購入以来ほとんど稼働してないと、こういうことですね。当然ガントリ

ーですから、岸壁に放置もしておりますし、さびることもあるんでしょう。また、ガントリーも

消耗機材ですから、耐用年数があって、ある意味で黙って使用年数を３年だめにしまったのかと

いう考えもあるわけです。この実態を考えますと、私は１９年末、もしくは２０年初頭の購入で

も十分よかったのではないかなというふうに思います。償還の負担も２、３年軽くなったのかな

というふうに考えますけれども。 

 本市苫小牧を初め、先ほどから何度もあります。北海道も漏れなく財政厳しい中で、いかに経

費を削減して運営をするかというふうに取り組んでいると思います。 

 管理者、市長も政策予算の約３５億前後の４３％、１５億を港の予算として計上しているわけ

です。そこで、なぜこのようなずさんな管理体制が許されてしまったのか、私はよくこの辺わか

らないんです。この辺を、例えば納税者である市民、道民が聞いたら多分納得ができないんだろ

うというふうに思うんです。 

 それで、一つとして、当初の計画はどのようなもので、なぜこのような稼働実態になってしま

ったのか、明快にお聞きをしたい。また、その主たる原因というのはどういうものであったのか、

また、その責任というのはどうなるのかということ。 

 それと２つ目に、この事態に至って、議会等に対する管理者側の説明なり、また再発防止、ま

た謝罪の弁というものがあったのかどうか、この点についての管理者の御見解をお聞きして、１

回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（遠藤 連君） 管理者、岩倉博文君。 

○管理者（岩倉博文君） 池田議員の質問にお答えをさせていただきますが、私の方からは、議

員からこれまでも何度か御指摘あるいは提起をいただいてきておりますが、海の駅構想につきま

してお尋ねが再度ございました。 

 このたびの２０年度予算におきまして、漁港区の整備を計上しておりまして、本格的な拡張事

業の着手を見込んでいるところでございます。この事業によりまして、漁港区の狭あいが改善さ

れ、利便性の向上や、あるいは水揚げ高の増加につながることを期待しているところでございま

す。 

 御指摘のとおり、苫小牧港にとってハード整備のみならず、市民が憩える港づくりや観光振興

等、更なるソフト面での新たな取り組みが必要であると認識をいたしているところでございます。 

 既に漁港区に隣接いたしますぷらっとみなと市場は、海の観光名称として、また、周辺で行わ
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れますイベントにも大勢の観光客が訪れておりますことから、これらを核として今後も更なる展

開も可能であると考えております。 

 現在、水産業と観光振興の両面を視野に、苫小牧市や関係団体等と情報交換をしておりまして、

今後整備される漁港区を利用した新たな観光の展開についても検討してまいりたいと考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

○議長（遠藤 連君） 専任副管理者、鈴木純一君。 

○専任副管理者（鈴木純一君） まず、経営計画についてお尋ねでございますが、今般の港湾を

取り巻く環境は、国際貿易構造の変化による企業行動の変化、国際的な港間の競争、年々厳しさ

を増す財政状況など、大きな変化が生じていると認識をしているところであります。 

 こうしたことを背景に、港湾を利用する企業や住民等のニーズが高度化、多様化し、港湾行政

を適切に運営していくことが求められておりますことから、説明責任の徹底や効率的で質の高い

成果の実現など、利用者や市民等の視点に立った成果重視の行政への転換が求められているとこ

ろであります。こうした情勢の変化を踏まえ、苫小牧港管理組合においても職員が知恵を出し合

い、行政マネージメントの確立を図ることを目的として今回経営計画を策定しようとするもので

ございます。 

 この計画につきましては、新年度より開始の予定で、まだ作業中でございますが、苫小牧港管

理組合の港湾行政が市民や利用者等に対する説明責任を十分果たし、効率的で質の高い施策の立

案や事業展開を図ることができるよう、プラン・ドゥ・チェックというマネージメントの手法を

活用いたしまして、３年スパンでローリングするような計画をイメージをしているところであり

ます。 

 目標とする港湾の姿につきましては、昨年３月に策定をされました苫小牧港長期構想において、

発展する東アジア経済圏に北海道を取り込む港ですとか、２点目として、道内産業、道民生活を

支える港、３点目として、市民生活の安全を確保し、信頼される港など、こういった目指すべき

理想の苫小牧港の姿、港の役割や具現すべき機能が描かれておりますので、こうした目標に向か

って職員が継続した努力を行おうとすることを目的としているところであります。 

 それから、計画案の骨子でございますけれども、港湾行政運営のあり方、指標を改善するため、

２つの柱を考えております。 

 １つは、運営改善計画と、それから政策推進計画の２つの柱でございます。この２つの計画の

もとに具体的な施策を立案し、肉づけをしていきたいというふうに考えているところであります。 

 数値目標につきましては、各施策ごとに具体的な指標や目標値を設定し、各年ごとに評価をし

てまいりたいというふうに考えております。 

 なお、具体的な施策につきましては、３月を目途に現在作業中でございますので、御理解をお

願いしたいというところでございます。 

 それから、西港上屋の活用についてのお尋ねでございますが、西ふ頭につきましては、先ほど
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議員からもお話もありましたとおり、港湾利用関係者の方からは、荷役車両の大型化によるエプ

ロンの幅が狭く、ＲＯＲＯ船の安全で円滑な荷役作業に支障を来しており、その対策として上屋

を撤去してエプロンを広げるべきというふうな意見も一方ではあるというふうに伺っているとこ

ろでございます。 

 いずれにいたしましても、先ほどの東港区のシフトということで、入船移転後の跡地利用、そ

れから、西港区全体の公共岸壁の老朽化が進んでおりまして、こういった視点から西港区全体で

の再開発というのが喫緊の課題になってきております。今後この上屋のあり方につきましては、

この再開発計画の中で利用状況や財政状況を勘案して具体的にどうするのか検討してまいりたい

というふうに考えております。 

 それから、多分現在の施設の観光資源としての活用の可能性という御質問かと思います。函館

の金森倉庫ですとか、小樽の倉庫群ですとか、いろいろ各港でそのような施設はございますけれ

ども、いずれもこれは明治、大正期からの、いわゆるくし型と言っていますが、非常に小さな船

を対象にした入り込み式のところに倉庫・上屋がつくられた形状でございまして、水際線そのも

のが利用されなくなっている上屋だというふうに理解をしております。 

 ここの場合には、少なくとも水際線について今港湾の利用があるということで、これを直ちに

観光資源ということについては、なかなか難しいかなというふうには思っておりますけれども、

利用者の理解を得た形で、遊休の上屋などについて弾力的な運用をするということは、先ほど申

し上げました再開発計画の上屋の利用の一つのあり方として検討の可能性はあるというふうに思

っております。 

 それから、ガントリークレーンについてのお尋ねでございますが、入船国際コンテナターミナ

ルでは、平成９年の供用開始以来、取扱量の急速な伸びによりヤードの狭あい化とバースの混雑

が顕著になってきましたことから、東港区中央ふ頭を整備し、入船の計画容量、これ約１１万Ｔ

ＥＵでございますが、これを超えるコンテナ貨物に対応することとして、業界の要望も踏まえ、

１基目のガントリークレーンの整備を行ったものでございます。 

 その後、業界との協議の中、一部航路のシフトでは、企業間連携を強めている船社の理解が得

られないことや、取り扱い拠点が分散化されることにより、物流コストが増大する問題がクロー

ズアップされたことから、入船国際コンテナターミナルにおける混雑解消と苫小牧港の発展のた

めには、将来発展可能な東港区へ早期に国際コンテナの拠点を集約させる必要があるというふう

に考え、関係者や当議会での議論もいただき、そのように方針転換をしたものであります。 

 現在のところ、本年１０月をめどに入船国際コンテナターミナル機能を一括して移転すべく関

連する施設整備、諸課題解決に向けた取り組みを行ってきているところであります。 

 その結果として、１基目のガントリークレーンにつきましては、平成１３年度に供用いたしま

したが、コンテナの荷降ろしが主というガントリークレーンの性格上、稼働実績がほとんどない

状況となっております。管理組合といたしましては、ただいま申し上げましたとおり、本年１０

月を目途に本格的に国際コンテナ取り扱い拠点を移転すべく職員一丸となって取り組んでいると
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ころでありますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 それから、海の駅に関連いたしまして、現在報道されている海の駅のメリットということかと

思いますが、現在報道されております海の駅は、各地区にあるマリーナの船をそれぞれのマリー

ナで使うということで、いわゆる中継基地ということの発想だろうと思います。 

 現在、運輸局が中心となって進めているものでありまして、勇払マリーナについても指定管理

者の方でそういう検討がされているところでございますけれども、直接これによる予算補助等の

メリットはございませんが、中継でよその港に係留している船が来るということで、それが将来

的には拠点になってくるという可能性は出てくるというふうに思っているところであります。 

先ほど１基目のガントリークレーンにつきまして、平成１３年と答弁したようですが、平成

１７年でございます。大変失礼いたしました。 

○議長（遠藤 連君） 池田謙次君。 

○１番（池田謙次君） それでは２点ほど、まず海の駅の構想の件ですけれども、管理者、これ

前回私が質問させていただいたときも、ちょっとニュアンスは違いますけれども、多分検討した

いというような感じだったというふうに思うんです。 

 ただいまの必要性は、だれが見ても港町ですから、全道に冠たる港町ですから、それは、だれ

も異論がなくて、先ほど言ったように、ソフト面というか、市民の方、また観光客も含めて、そ

れは周知のとおりだと。これ具体的に質問をすれば、それはよくわかるから検討しますよという

ことは毎回出るんですが、具体的に、例えばそういう計画をつくるなり着手するという、より具

体的なものは何かありませんか。いつまでたっても質問するたびに検討しますよ、いいことです

ねという形で終わるというのは、ちょっとむなし過ぎかなという気もするんです。本当に必要性

を管理者も認めているんであれば、ぜひともこの辺で着手なり計画をしっかり煮詰めていきたい

というものくらいはどこかで提示をして、今わかるんであれば提示をお願いしたいというふうに

思うんですけれども、この１点。 

 もう一つ、ガントリーの件ですけれども、これ、いえば物流コストが当然高くなるという分母

があって、その上に何点かあるんだろうと思うんですけれども、ただ、こういうことというのは、

当初から多分皆さんもプロでありますから、当然いろんな協議をされている中でわかっていたと

思うんです。 

 先ほど言った、それが３年間、６億４００万で購入して、全くと言っていいほどほとんど使わ

れていないというこの実態に対して、ただ、それが使われませんでした。もう一つは、議会にも

提示をさせてもらいましたねということを言いたいんだろうというふうに思うんですけれども、

ただ、その議論の中でも当然に詰まっていくんですけれども、詳細の、例えば水面下における、

また現場における業者さんところのやりとりって、別に擁護するわけじゃありませんけれども、

そんなに毎回毎回議会でわかるわけではないのかなという気がするんです。そうすると、当然皆

さんが業者さんなり業界の方々といろんな話をして、これはという形でゴーサインを出されてス

タートかなというふうに思うんです。 
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 ちょっと角度を変えれば、先ほど沖田議員からもありましたけれども、例えば道とのやりとり

の中でも、支出は不要なものについては厳に慎んでいこうという文書もありますけれども、こう

いうことを改善されないと意味がないと私は思うんですよ。 

 全般的な中でどこがむだかと、僕はきちっとやられているんだろうと思います。たまたまこう

いう形で当初の計画を外れて、その修正が利かなかったのは、なぜこういうふうになったのか、

きちっとやらないとこれ意味ないですね。多くのある意味では税金が使われているということで

すから、ここを先ほど言ったように、各自治体なりいろんな諸団体が経費を削減して、むだのな

いような形をやろうということを、もうやっているわけですから、この点について、管理者なり、

市長からこういう体制でいいのかどうか、これについてどう思っておられるのか、ぜひお聞かせ

を願いたいというふうに思います。 

○議長（遠藤 連君） 管理者、岩倉博文君。 

○管理者（岩倉博文君） 池田議員の再質問にお答えをさせていただきますが、海の駅の件につ

きまして、具体的なことに着手をすべき時期ではないかという御指摘がございました。 

 先ほども答弁しておりますとおり、漁港区の問題、あるいはここ数年のあの地区におけるさま

ざまなイベントを含めた動き、あるいは昨今の幅の状況等々を考えましたときに、私自身も議員

御指摘のことについては、非常に重大な思いで関心を持っているところでございます。 

 先ほども言いましたように、水産業あるいは観光振興というもの、両面を視野に入れまして、

これから情報交換をもっと積極的に進めながら、あるいは具体的な関係の皆さん方と情報交換を

積み重ねながら、漁港区の今回拡張という具体的な動きに今年度から入っていくわけであります

が、そういった動向と合わせまして、できるだけ早い時期に、一つの方向に発進させるための努

力はしていかなければならないというふうに考えておるところでございますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（遠藤 連君） 専任副管理者、鈴木純一君。 

○専任副管理者（鈴木純一君） ガントリークレーンについて私の方からもう一度お答えをさせ

ていただきたいと思いますが、過去の計画で、オーバーフロー部分を扱うとした当初の計画が妥

当であったかどうかについては、現時点で評価をすれば議論のあるところであるというふうには

思っております。 

 ただ、一方で、幸いにも苫小牧港の外貿コンテナは年間１８万個をコンスタントに扱うような

状況になってきておりまして、先ほどもお話をしましたように、今後３０万個を視野に入れるこ

とができる状況までなってきている港でございます。したがって、手狭な西港入船のコンテナタ

ーミナルでは、いずれ限界に達しますし、かといってその間２カ所でやることは１０万個という

個数が非常に中途半端な個数であろうというふうに思っております。また、昨今の船社事情等を

考えますと、できるだけ早い時期に東港へ外貿コンテナを全面移転するというのは、これまでの

議論も踏まえ、ベストな決断というふうに考えているところであります。 

 そうした中で、現に移動する上で、実際に関連する港湾の事業者やなんかと具体的な交渉する
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というのは非常に難しい問題がありまして、今回その経験をさせていただきましたが、特に港湾

業界の場合には、先行投資というのが絶対要件でございまして、現に施設が用意されて、初めて

交渉の舞台に乗るというのが実態であろうというふうに思っております。決して言いわけをする

つもりではございませんが、そういった意味で今日ようやく全面シフトに合意が得られつつある

のは結論でございますけれども、１基目のガントリーが現に存在し、２基目のガントリーについ

ても現在設置に至った、そして連続バースの整備のめどもついたということが大きな要因になっ

たというふうに考えているところであります。 

 これは、世界で１、２を争っております上海、これが外高港から洋山港に移転しました。それ

から、釜山も、釜山から釜山新港に移転をしておりますが、ここも膨大な先行投資をして最低３

年間は遊んでいる状態でございます。そういったことで、そのこと自体には、その間使われなか

ったことについては大変申しわけないとは思っておりますが、岸壁の使用等につきましては、多

目的に利用ができるということで、これまでも可能な限り岸壁の利用を進めてきたところであり

ます。 

 管理組合といたしましては、本年１０月の全面シフトに向けて、残りの整備をしているところ

でございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（遠藤 連君） 以上で、池田謙次君の一般質問は終了いたしました。 

 冨岡隆君。 

○５番（冨岡 隆君） それでは、時間も随分たっているようですが、端的にお伺いしたいと思

います。 

 まず、質問通告に出しております東港のシフト化に伴う課題と安全対策については、割愛させ

ていただきます。 

 次に、新年度の予算に対する認識と母体負担に対する今後の見通しについて質問いたしますけ

れども、今回の予算は、港湾建設費が４９．４％といって、大幅に増えております。トータルで

は１１．８％と、総額も増えているわけですけれども、今ガントリークレーンの問題もありまし

た。本当に先ほど副管が３年遊んでいるところもあるというような話ししていましたけれども、

そういう答弁というのはやっぱり私はいかがなものかというふうに思います。 

 これだけ厳しい財政状況だと、先ほど沖田議員も岩倉苫小牧市長としても、あるいは道の高橋

はるみ知事の母体負担に対するいろんな賛否両論ありますけれども、やはりそういう厳しい財政

状況の中で、どう市民の生活を守ると、港湾の発展をやっぱり、もっと言えば市民生活にも大き

く役立つわけですから、そういう意味でやっぱり必要なところには予算はかけるけれども、やは

りむだというか、今本当に使わないところには、やはりきちっと削減するというのが当然のこと

でありまして、もう一度、やはり大事な問題ですので、そこら辺の考え方を伺っておきたい。 

 それから、総額９５億６，７００万円というのが今度の新しい予算になっているわけですけれ

ども、これに対して港湾管理者としてどのように認識されておられるのか、今の質問とも関連し

ますけれども、伺っておきたいと思います。 
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 それから、私、常に質問していることは、東港にシフト化することによって、やはり母体負担

に対する影響はあるのではないかと何回も言っているわけです。 

 今後、こういう道、市に対する負担の考え方について、削減をどんどんしていくという、そう

いうような考え方で理解していいのかどうか、そこら辺のところについて考え方をお伺いしてお

きたいと思います。 

 次に、勇払マリーナについてですけれども、これは、先ほど沖田議員もるる質問しておりまし

たので、私は１点だけちょっとお伺いしたいんですけれども、今度の勇払マリーナの指定管理者

制度への移行について、民間活力を導入して、結局、質の高いサービスを提供すると。そして利

用者数の拡大と収支の改善を図るんだと。黒字になるんだということを確信して前回のいろんな

質疑を読ましていただきましたけれども、港湾管理者はそのように断言もして進めている中身で

すので、私、具体的にちょっとお聞きしたいんですけれども、結局例えば利用者数の推移という

ことで、先ほど１９年度は２６４隻を目標にしているんだと、そういう意味では下回るかなと、

こういう答弁だったと思うんですけれども、私はもらった資料でここを見てみますと、平成１６

年度は２６９隻、１７年度は２６２隻、そして１８年度が２５４隻なんですよ。しかも、この指

定管理に移行するということは、サービスの面もあって、Ｂヤードを増やしていきたいというこ

とが主眼ではなかったかと思うんですけれども、このＢヤードの利用隻数はどういうふうになっ

ているのか、ちょっとお伺いしたいのと、この２５４隻が平成１８年度ですよね。先ほどるる言

いましたけれども、なぜ２６４隻なのかなというのが、急に１年指定管理を移したから一気に伸

びるというふうには思いませんけれども、なぜそういう目標になっているかちょっと理解できま

せんので、赤字をつくらないということも言っておりましたし、黒字にできるんだということも

言っておりますので、私はその辺のところについては、やはりどのように赤字を解消できるのか

ちょっと理解できませんので、お伺いしたいというふうに思います。 

 次に、米艦船の問題についてお伺いしたいと思います。 

 これは、米海軍第７艦隊艦船ですか、ブルーリッジが小樽に入港いたしました。ここも港を抱

えていますので、私はちょっと人ごとでないんで、特に商業港として、貨物、貿易も含めて、輸

出輸入も含めてですが、貨物船との関係もありますのでお伺いしたいんですけれども、２月７日

に小樽港にブルーリッジが入港いたしました。目的は、友好親善ということでしたけれども、当

初小樽市は、入港要請に対して、商船のバース利用とバッティングする、かち合うんで入港を断

った経過があります。 

 しかし、その後、小樽市長もテレビに出まして、あれＨＢＣだったかな、記者のコメントにも

答えていたんですけれども、外務省からは本人迫られて、商船の日程まで変更せざるを得なかっ

たんだというようなことも言っておりました。これ荷役にかかわる問題として、あれはカナダか

らの小麦粉ということで、日程も決まっている問題でした。と僕は記憶しているんですけれども、

そういう意味では、苫小牧としても港湾管理者の岩倉さんにお聞きしたいんですけれども、これ

やっぱりこういうことというのはあり得るんですよね。ですから、そういう意味では、やはり苫
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小牧として、もしこういうことが起きた場合、港湾管理者としてどういうふうに対応をするのか、

見解をやっぱり伺っておきたいというふうに思います。 

 私、艦船の入港に対しては、やはり反対ですので、そういう立場からお伺いいたします。 

 それから、米軍訓練の影響と対応について。 

 この問題では、港湾管理者でもありますけれども、岩倉市長としても住民の反対を押し切って

国の専管事項ということで、移転訓練を認めたという経緯もありますので質問をするんですけれ

ども、２月の２５日から千歳基地で行うことが正式に決定いたしました。 

 ところが、２月１日に米空軍のハワイ州の所属のＦ１５Ｂ戦闘機ですけれども、これは訓練中

にハワイ沖で墜落事故を起こしていますね。今回墜落した機体と同型のＦ１５Ｂというのは、嘉

手納基地にも配備されているわけです。昨年も１１月にはアメリカで空中分解も起きましたし、

飛行反対の沖縄県民の反対を押し切って再開ということがあったけれども、また、欠陥、亀裂が

見つかったんですね。それで再停止してやめたわけです。 

 そこで伺いたいんですけれども、今回の訓練区域については、具体的な内容については、やっ

ぱりいまだに示されておりません、どこを飛ぶのか。それで苫小牧市が想定している経路を見る

と、いわゆる港の空地になった、こういうところを飛行するようにもうかがえるわけですよ。そ

れで、今回の墜落事故を見ても、海域に墜落するということで、港の安全、安心への対応という

のは、私はやっぱり大切な問題ではないかというふうに思います。大惨事が起きてからでは遅い

わけですね。私は安全が確認されない中での欠陥機の飛行というのは、やはり停止していただき

たいと。これは港湾管理者も住民の安全、安心、これを第一として今回の少女暴行事件も含めて

要請していると思いますけれども、その港の管理者としての責任として、これはやっぱり飛行停

止してもらいたいということは、一時ですよ。それぐらいのことは、やはり言う必要があるので

はないかというふうに思いますが、ここら辺についての見解をお伺いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（遠藤 連君） 管理者、岩倉博文君。 

○管理者（岩倉博文君） 冨岡議員の質問にお答えをさせていただきますが、まず、ブルーリッ

ジの入港に対する見解についてお尋ねがございましたが、基本的には港湾法では何人に対しても

施設の利用に関し、不平等な取り扱いを禁止しているということがございます。したがいまして、

港湾管理者といたしましては、米艦船ということで施設利用を拒否することはできないものと考

えております。 

 小樽での２月７日の件にも触れておられましたが、ちょうどブルーリッジが接岸している期間

の最中でありましたけれども、小樽へ苫小牧会が発足をいたしまして、ちょうど私小樽に行って

おりました。山田市長ともいろいろなお話をその場でさせていただいておりました。公式な見解

として小樽市長がどのように発信しているか、私は確認をしておりませんでしたけれども、その

ときのお話では、バース会議、苫小牧もそうなんですが、バース会議の決定に従ってやってきた

ことだというような趣旨のお話をされておりましたので、私自身はそのように受けとめてさせて
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いただいております。 

 米軍訓練の中止要請についてでございますが、苫小牧港を預かる港湾管理者という立場からは、

飛行訓練という空域を利用する問題について中止要請などの言及ができるものではないと考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 なお、港湾利用に具体的な影響が出た場合は、関係機関と連携を取り、対処することといたし

ておりますので、このことにつきましても、御理解をいただきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○議長（遠藤 連君） 専任副管理者、鈴木純一君。 

○専任副管理者（鈴木純一君） まず、新年度予算に対する管理者の見解と母体負担金に対する

今後の見通しについてのお尋ねでございますけれども、新年度予算は、国際コンテナターミナル

の東港移転に伴う弁天地区の航路と泊地のしゅんせつやコンテナ等の荷さばき地の造成など、こ

れまで進めてきておりました計画を引き続き進めていくため、１９年度予算との比較では約１０

億円増加する結果となっているところであります。 

 また、母体負担金ですが、管理組合といたしましては、苫小牧港の適切な運営に必要な経費に

つきましては、収支の不足について両母体の負担で賄われるべきというふうに考えておりますが、

両母体の財政状況が非常に厳しいことから両母体とも協議し、やむなく平成１９年度から平準化

債を導入してきているところであります。 

 管理組合といたしましては、本港が北海道経済に貢献する重要な拠点でありますことから、港

の効率的かつ適正な管理運営に必要な施設の建設や維持管理のため予算の適時適切な執行に引き

続き努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 それから、勇払マリーナの指定管理者制度移行後の状況についてのお尋ねでございますが、先

ほどもお答えした内容とかなり重複するかと思いますが、昨年３月９日に株式会社ベルポートジ

ャパンと指定管理者による管理にかかわる協定を締結し、その後、指定管理者の方で旧事業を始

め、修理事業、免許講習事業、中古艇販売事業など実施事業を広げて、積極的なＰＲに努めてき

ているところであります。 

 現在の隻数については、先ほどお答え、また今のお話にもありましたとおり、２４２隻となっ

ておりまして、１９年度指定管理者の方が想定した隻数を若干下回っているところであります。 

 また、１９年度の収支状況については、年度終了後３０日以内に指定管理者から報告をされる

ということで、現時点でまだ報告を受けておりませんけれども、２１年度以降の収支状況につき

ましては、契約の時点で指定管理者から指定期間内の収支計画が示されているところでございま

して、この内容によりますと、今後民間のノウハウを十分に発揮をされ、実施事業の積極的な取

り組みなどから利用者の増加が図られ、負担金がなくても運営可能な状況になるものというふう

に期待をしているところでございます。 

 管理者といたしましては、マリーナの適切な管理運営や利用増進について指定管理者ともども

取り組んでまいりたいと考えております。 
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 その他の数字については、別途お答えをさせていただきます。 

○議長（遠藤 連君） 総務部長、榎良一君。 

○総務部長（榎 良一君） 先ほどマリーナのＢヤードの利用についてお尋ねがございました。 

 議員ご存じのとおり、Ｂヤードについては、当初汐見から勇払マリーナに移転する際の救済策

といいますか、簡易な条件で運用するという限定的な考え方でおりました。これ、御存じのよう

に、今まで指定管理の移行に伴いまして、論議した中では、現在の海上係留、それから正規舗装

部分のＡヤード、さらにＢヤードについても暫定の取り扱いをやめて、形態として残すという方

向に決めております。 

 それで、そういう途中まで暫定的な扱いがございましたので、議員御指摘のとおり、現状８０

の区画がございまして、それらの利用数が８０、７３、６５と推移しておりますけれども、現状

におきましては、Ｂヤードの取り扱いを残すということに決めました。それで、指定管理者との

話の中でも、一定程度Ｂヤードの利用はございますので、更に一定程度拡大して利用の拡大を図

るということで進めております。 

 以上でございます。 

○議長（遠藤 連君） 冨岡隆君。 

○５番（冨岡 隆君） それでは、最後の今マリーナの件からいきますけれども、先ほど質問し

たのは、なぜ２６４隻なのかというのが理解できない。例えばずっとマリーナの収支を見ると、

皆さんも御存じなのかと思いますけれども、１５年度が１，８００万、１６年度が１，６００万、

１７年度が１，５００万、そして１８年度は１，４６７万ということで、この利用者数との関係

で収支というのは図る以外ないんですね。サービスはまた別で、やっぱり利用者がどれぐらい図

れるかがこの黒字に転換できると。しかも実際に負担金が今年度、今度の２０年度でもうなくな

るわけですね。私は本当にどうして黒字になるのかというのはいまだに理解できないんですよ。

こんな議論をすると全然いつまでも平行線かもしれないんですけれども、だから、その利用者数

の目標も僕はおかしいと思うし、なぜ黒字になるかということもいまだに理解できないんですよ。

だから、なぜこの１，４６７万というこの赤字が利用実績だって全然下回るわけですから、今

２４２隻ですよね。１８年度でさえ２５４ですから、どうしてこれで黒字というふうに方向付け

ができるのか、もっと明確にやっぱり答えていただかないと私は納得できないというか、いい加

減な形で終わるということは私できませんので、そこら辺についてもう一度答え願えればという

ふうに思います。 

 次、今回東港のシフト化に伴うことによって１０億円の増額だということですよね。両母体の

財政状況が厳しいという理由もあって、やむなく平準化債を２２年度までとりあえずは導入する

ということで、前回の議会のときにもそう答えていたわけですけれども、これ２０年度はどのく

らい軽減されるのか、ちょっとお答えできればなと。ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけれ

ども、どのくらいなのか。 

 それから、全体的にやっぱり今まではアバウトな数字で東港のシフト化という形で積算されて
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いたものが、特に今年度から事業の明確化ということで、必要な事業を計上している。要するに

先ほどのガントリークレーンもありました。先ほど副管、全然答えてくれてないんですけれども、

やっぱり必要なものにお金をかけると。不必要なものにはかけないというふうにもっと僕は厳し

くなると思うんです。そうすると、やはり今後の事業についての方向も、やはり予算立ててちゃ

んと進めていかないとだめだということになると思うんです。 

 ですから、私はやっぱり今後の事業、どんなふうにやはり進めていく考えなのか。お金につい

てもきちっとした考え方を示してほしいし、私どもガントリーグレーンについては当然反対しま

した。なぜ今必要なのかと、なぜ東港なのかということで反対したわけですから、ここらについ

てもう一度きちっと答弁していただきたいというふうに思います。 

 それから、来年以降の母体負担の問題で、先ほど私言いましたけれども、負担金を削減してい

くという形で、そういう理解でいいのかどうか。これ答弁されておりませんので、この辺のとこ

ろをぜひ答えていただきたいし、その考え方に何か方策があるのかどうか、そこら辺も含めてお

答え願いたい。 

 それから次に、艦船の入港ですけれども、これわかりました。当然そうだと思います。艦船だ

から入港は拒否できないと、港湾法に基づいて。それはわかっているんです。問題は、やっぱり

商船が入港する日程も決まっていて、率直に伺いたいんです、私は港湾管理者に。変更までさせ

て艦船を優先させるというようなやり方というのは、やっぱりこれちょっと商船港としてはどう

なのかなというふうに率直に思うものですから、そこら辺について、やっぱりバッティングする

とか、当初そういうふうにわかっている、あるいは日程がもう決まっていてそういう状況になっ

たときには、やっぱり遠慮してくださいということは当然だと思うんですけれども、そこら辺や

はりもう一度考え方を伺っておきたいというふうに思います。 

 僕は、業者を優先すべきだと思うんです。それが、港湾管理者としての立場だと思う。そこら

辺のところをぜひお伺いしたいと思います。 

 それから、先ほど米軍訓練の関係で、私は心配で質問したわけです。港を抱えています。しか

も事故も起きています。これ米国のニューストピックスでちゃんと大きく報道されている中身で

す。米ハワイ州の南約１００キロの海上で、ハワイ州空軍のＦ１５戦闘機が墜落した。米メディ

アによると、事故は現地時間１日ですね。パイロットは脱出後海上で沿岸警備隊に救助され無事

という。今米軍は、原因を究明していると。これ実際にこういう事実をまず確認されているのか

どうか。私はやっぱり大変な問題だと思うんです。ですから、まず確認されているかどうか。そ

れから、確認されているとすれば、これ事実ですから、やはり移転訓練を賛成した市長として、

港湾管理者の責任者として、これきちっと事実をどうなっているんだということで、ちゃんと申

し入れして、報告をきちっとさせるということは必要だと思うんですけれども、そこら辺につい

てどういうふうに考えているのか。 

 私は、もしこれが事実だとすれば、先ほど当然飛行はやめてくれなんていうことを権利として

言っても、それは、余り効力はないというような答弁だったと思いますけれども、しかし、事態
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は、もしこれが事実だったら、何も報告を聞いてないんですから、あした総務会でまたこの事故

の問題やると思いますけれども、やっぱり港の安心、安全という立場からいっても、ぜひここの

ところを明確に答えいただきたいというふうに思いますが、これについて見解を伺っておきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（遠藤 連君） 管理者、岩倉博文君。 

○管理者（岩倉博文君） 冨岡議員の再質問にお答えをさせていただきますが、米艦船の問題に

つきましては、小樽の今回の事例がどうだったかというのはさておいて、先ほども言いましたよ

うに、苫小牧港は苫小牧港のルールでもって運営をしているわけでありますから、港湾法の思想

はしっかりと受け止めながら、やはりバース会議の協議がなければ、いかなる船舶も着岸できな

いということでありますので、そのことは何人たりとも不平等な取り扱いはできないということ

と同じように、我々のルールに従って決定をしていくということになるのではないかと、私自身

はそのように考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 米軍の問題につきましては、御指摘のとおり、昨年１１月２日のアメリカミズーリ、そしてハ

ワイ沖ということで大変残念なことでありますけれども、事故が発生をいたしました。しかし、

一番大事なことは、国内でこの日本の空域の中で飛ぶ戦闘機、特に訓練移転に関しましては、航

空自衛隊でいうとＦ１５Ｊ、あるいは嘉手納のＦ１５あるいはＦ１６、ＦＡ１８、それぞれの戦

闘機、国内で飛ぶ戦闘機の安全確認が行われているかどうか、行われたかどうかということが一

番大事だというふうに認識をいたしておるところでございまして、今日本国内の空域を飛んでい

る米軍所属の戦闘機も、基本的には昨年の１１月２日以降の様々な米軍の規定による検査をした

上で、あるいは航空自衛隊は航空自衛隊が持っている検査をした上で今任務に就いているという

ふうに理解をいたしておりますので、もちろん嘉手納にあるＦ１５Ｂも含めて検査を終えて３９

機が今飛んでいる状態であります。 

 嘉手納にある飛行機の中で、一部まだ飛行許可を取っていない飛行機があることも事実であり

ますが、嘉手納にある３９機については、安全が確認されていたということは私自身何度も確認

をしておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（遠藤 連君） 専任副管理者、鈴木純一君。 

○専任副管理者（鈴木純一君） まず、今後の事業でございますが、先ほどもお話申し上げてい

ますとおり、西港で今取り扱っているコンテナ、おかげさまで１８万個が定常に扱える状態にな

っていますし、北米等の関係から３０万個を視野に入れる状態を考えますと、東港で取り扱うべ

きということで東港の整備を進めているところであります。 

 また、一方で、西港区は、その跡地も含めてＲＯＲＯを主体とした内貿の扱いをしていく、ま

た、老朽化もしているということで、西港の再開発を併せてやっていかないとならない。これに

必要な事業については、両母体とも財政が厳しい、我々も厳しい状況でありますが、必要な事業

については積極的にやっていきたいと思っております。 
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 それから、公債の償還につきましては、平成１９年度がピークで、今の予定どおりであれば、

緩やかに下がっていくというふうに想定をしております。 

 ただ一方で、平準化債については、今回の２０年度の予算案にお示しをしているとおり、１９

年度より若干上回る結果になっております。これは、議員御指摘のとおり、平成２２年度までは

両母体の財政状況が厳しいということで、原則収入収支との差額については、母体が負担をして

いくべきという考えを持ってございますけれども、これについては我々も対応していかなければ

ならないのかなというふうに考えているところです。 

 それから、マリーナに関しましては、３年目から管理組合の負担は確かになくなりますが、現

在の指定管理者から出ている計画では、直ちに翌年度以降黒字になるという想定をしているわけ

ではございません。指定管理者といたしましては、委託期間トータルの中で経営が成り立つとし

て契約をしたものと理解をしているところであります。ただ一方で、必要な維持費等については、

管理者側も負担をするという条件になってございますので、今後も引き続き指定管理者と協議を

して対応してまいりたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（遠藤 連君） 以上で、冨岡隆君の一般質問は終了いたしました。 

 他に質疑はありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（遠藤 連君） これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ討論の通告はございません。 

 討論はありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（遠藤 連君） よって、これにて討論を終結いたします。 

 それでは、議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号及び議案第６号に

ついてお諮りをいたします。 

 まず、議案第１号を原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり君） 

○議長（遠藤 連君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号ないし議案第６号を原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    （「反対」「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（遠藤 連君） 賛成多数と認めます。 

 よって、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号及び議案第６号は、原案のとおり

可決されました。 
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○閉会 

○議長（遠藤 連君） 以上をもちまして、本会議に付議されました事件はすべて議了いたしま

した。 

 閉会にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 本定例会に付議されました事件は、報告案件１件、議案６件でありますが、皆様方の御協力に

より、滞りなく議了いたしましたことを、議長として厚く御礼申し上げますとともに、議員各位

の熱心な御審議を得ましたことに、重ねて御礼を申し上げます。 

 以上をもちまして、平成２０年第１回定例会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

（了） 

午後３時５５分閉会 
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